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龍谷大学社会学部学会会則

(名称.事務所)

制定平成元年4月 l日

一部改正平成10年6月24日

一部改正平成13年3月21日

一部改正平成15年3月12日

一部改正平成18年9月27日

一部改正平成19年3月13日

一部改正平成22年12月15日

一部改正平成24年7月18日

第 l条 本会は，龍谷大学社会学部学会と称し事務所を龍谷大学i祖国学舎社会学部内に

置く。

(目的)

第 2条 本会は.社会学，社会福祉学及び隣接諸科学の学術研究を推進することを目的と

する。

(事業)

第 3条 本会は，前条の目的を速成するために，次の事業を行う。

(1) 機関誌 f龍谷大学社会学部紀要』の発行

(2) 学術講演会.シンポジウム，研究会等の開催

(3) 学生会員の研究支援

(4) その他本会が必要と認める事業

(構成)

第 4条 本会は，次の会員をもって組織する。

(1) 普通会員 龍谷大学社会学部に所属する専任の教員及び本会の趣旨に賛同する龍

谷大学の専任教員

(2) 学生会員 龍谷大学社会学部及び龍谷大学大学院社会学研究科の学絡を有する学

生

(3) 賛助会員 前 2号以外の者で.本会の趣旨に賛同する個人又は団体

(4) 名誉会員 本会の会員であった者で，龍谷大学の名誉教授である者

(会長及び諸委員)

第5条 本会に以下のように会長及び委員を置く。

(1) 会長 l名

(2) 庶務委員 2名

(3) 会計委員 2名

(4) r龍谷大学社会学部紀要j委員 4名

(5) r龍谷大学社会学部ジャーナルj委員 4名

(6) 事業委員 4名

(7) 学科委員 各学科 l名

(8) 会計監査委員 2名



2 前項の諸委員を同一人が兼ねることはできない。

(会長及び諸委員の選任と任期)

第6条 会長は，龍谷大学社会学部長をもって充てる。会長に事故ある時は.庶務委員が

共同してその職務を代理する。

2 前条第 l項第 7号委員(以下 f7号委員Jという。)を除く同項の各委員は.会長

が普通会員の中から委嘱し評議員会に報告する。 7号委員は学科で選出する。

3 各委員の任期は. 2年とする。ただし再任を妨げない。途中退任の場合.後任者

の任期は.前任者の残任期間とする。ただし 7号委員の任期は学科で定める。

4 前条の(4X5X6)の委員は，それぞれ委員会を構成する。各委員会に委員長をi泣き，各

委員長は，各委員会において互選する。

(会長，各委員会及び委員の職務)

第7条 会長及び各委員会並びに委員は，次の職務を行う。

(1) 会長は.本会の業務を統括し，本会を代表する。

(2) 庶務委員は，本会の庶務を処理するとともに，会長を補佐する。

(3) 会計委員は.本会の会計を処理する。

(4) r龍谷大学社会学部紀要j委員会は，同誌の編集発行に|則する事務を処理する。

(5) r龍谷大学社会学部ジャーナルj委員会は，同誌の編集発行に関する事務を処理

する。

(6) 事業委員会は.(4X5)を除く本会の事業を企画.立案，運営する。

(7) 学科委員は.学科を代表して本会と連絡調整を図る。

(8) 会計監査委員は 本会の会計監査を行う。

2 本条第 l項の(4X5X6)の委員会は その事業の企画立案.運営にあたり，委員会の

判断で普通会員あるいは学生会員に参闘を求めることができる。なお.参画に当たり

経費を伴う場合は あらかじめ常任委員会の承認を得るものとする。

(常任委員会)

第8条 本会の円滑な運営のために常任委員会を置く。

2 常任委員会は.会長庶務委員から l名.会計委員から l名，並びに第 6条第4項

の各委員長，及び7号委員をもって構成する。

3 常任委員会は.会長が招集し議長となって次の事項を処理する。

(1) 予算案・決算案の作成

(2) 事業実施の承認

(3) 会員の入会・退会の承認

(4) その他必要な事項の審議

4 常任委員会の議決は.出席者の過半数以上の同意によるo

(評議員会)

第9条 本会に評議員会を置く。

2 評議員会は，普通会員全員で構成する。

3 評議員会は.会長が招集し議長となり.本会の予算決算及び必要な事項を審議す

る。

4 評議員会の議決は.出席者の過半数以上の同意による。



(会計)

第10条 本会の経費は，入会金，年会費.龍谷大学からの助成金.事業収入及び寄付金を

もって充てる。

(会計

第II条 本会の会音計計1-年度は.毎年4月1E日:1に始まり.塗盟!年 3月3引l日に終わる。

(入会金)

第12条 本会への入会に際しては.入会金 2，000PJを納入する。ただし学生会員及び賛

助会員は.入会金の納入を免除される。

(年会費)

第13条 会員は，年会費 4，000円を納入する。

2 賛助会員は，年会費 4.000円以上を納入する。

3 名誉会員は.入会金及び年会費がともに免除される。

(改廃)

第14条 この会則の更改は 第9条第4項の規定にかかわらず評議員会において出席者

の3分の 2以上の賛同を要する。

付則

この会則は，平成元年 4月11:1から施行する。

付日IJ(平成 10年6月24日)

平成 10年6月24日一部改正。同日より施行する日

付則(平成日年 3月21日)

平成 13年3月21日一部改正。同日より施行する。

付則(平成 15年 3月 12日)

平成 15年 3月12日一部改正。平成 15年4月l日より施行する。

付則(平成 18年9月27日)

平成 18年 9月27日一部改正。平成 19年4月l日より施行する。

付則(平成 19年3月 13日)

平成 19年 3月13日一部改正。平成 19it~ 4月l日より施行する。

付 則(平成 22年 12月 15日第 5条，第 6条，第 8条改正)

この会則は，平成 23年4月 11:1から施行する。

付 則(平成 24年 7月 18日第 12条，第 13条改正)

この会則は.平成 25年4月l日から施行する。ただし平成 24年度以前に入会した学

生会員及び.賛助会員については.なお従前の会則による。



f龍谷大学社会学部紀要j規則

平成元年 6月14日 制定

第 l条 この規則は.龍谷大学社会学部学会会日IJ第3条に基づく機関誌『龍谷大学社会学

部;紀要j(以下. r紀要jとする。)の発行について定めるものである。

第2条 f紀要jは.原則として毎年度 2回発行する。

第3条 原稿の募集.編集及び発行は. r龍谷大学社会学部紀要j委員会(以下.委員会

とする。)が行う。

2 原稿の掲載は，委員会が決定する。掲載を見送った場合は.その理由を委員会か

ら.執:本者に通知する。なお.博士課程在学rjlの学生会員の掲載を見送った場合

は.指導教員および執筆者の双方に通知する。

3 原稿の投稿は.普通会員，賛助会員及び博士謀程在学中の学生会員とする。な

お.博:土課程在学中の学生会員が投稿する場合.あらかじめ指導教員の指導を受け

なければならなし」

4 普通会員を筆頭執筆者として非会只が共同執筆した原稿を掲載するに当たって

は.非会員は当該年度の賛助会員となるものとし入会金及び年会費をあらかじめ

納入するものとする。

第4条 原稿は，論文・調査報告・研究資料・研究ノート・書評論文・書評・翻訳等(以

下.論文等とする。)とする。

第5条 論文等の執筆は.次の要項によるものとする。

(1) 論文等は.未発表のものに限る。

(2) 論文等の分批は原則として以下のようにする。

ア 論文は. 20，000字 (400字詰原稿用紙 50枚)以内

イ 調査報告・研究資料・研究ノート・書評論文・書:評・翻訳は. 12，000字 (400

字詰原稿用紙 30枚)以内

なお.翻訳は.著作権者からの許諾を必要とする。ただし著作権が失効して

いる場-合はその限りでない。

(3) 論文等には.必ず欧文タイトルを添付するものとする。

(4) 論文等は.原則として横書:きとする。

第6条 掲載論文等について 50部の抜刷を無償で提供する。共同執筆の場合にも同様と

する。ただし.第 3条第 4項の賛助会員には.各 50部を無償で提供する。

2 50部を超える抜刷を希望する執筆者は.超過分の実質を支払う。

第7条 掲載論文等の著作権は執筆者に帰属するが.本学及び国立情報学研究所等が論文

等を電子化により公開するものについては.複製権及び公衆送信権の行使を社会学部

学会に委託するものとする。ただし電子化による公開は執筆者の許諾を得たうえで

行うものとする。

第8条 本規則の改正は.常任委員会の議によるものとする。

第9条 本規則は.平成元年 6月 14日より実施する。

{寸 WJ
平成 13年4月27日改正 7 平成 24年 1月17日改正

2 平成 15年 4J=i24日改正 8 平成 24年10月16日改正

3 平成 17年 5月11日改正 9 平成 28年 5月11日改正

4 平成 17年 7月13日改正 10 平成 28年日月 9日改正

5 平成 18年9月27日改正 11 平成 29年10月10日改正

6 平成 20年11月25日改正
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の研究ノートと.近年の紀要と比べて多くの論考

を掲載することができました。今後とも会員の皆

さまの研究成果を積極的にご投稿いただきますよ

うお願い申し上げます。 (T.F.) 

f愛集

。本号は松渓懲雄先生および伏見悲文先生の退職

記念号となりました。また.会員のなかでは西川

淑子先生も 2017年度で退職されます。この場を

借りて先生方に謝意を表します。

本号には. 5本の論文. 2本の調査報告. 3本

編
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